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生活保護 兵庫｢生存権裁判｣最高裁勝利 中央キャラバン
このキャラバンは、「政府・厚生労働省が、生活保護を利用している高齢者に支給されていた『老齢加算』を２００６年度に廃止した事に対し、『老齢加算』廃止は生活保護法と憲法の理念に違反すると、２００５年から９都府県１００人以上が“生存権裁判”として提訴している中で、２０１０年６月に福岡生存権裁判で福岡高裁は、『老齢加算は正当な理由がなく廃止されたから生活保護法に違反する』として原告勝訴の判決を言い渡しましたが、最高裁は、東京、京都、福岡事件については原告敗訴を言い渡し、広島、新潟、秋田、青森、熊本の事件についても上告棄却・上告不受理とする決定をしました。何ら実質的な判断を示さない門前払いの決定をした最高裁は、違憲審査権を放棄するものに等しく、国民の裁判を受ける権利すら踏みにじるものであり、到底、法の番人とは言い難く、上告している兵庫｢生存権裁判｣を直ちに受理し、大法廷に回付して口頭弁論を開くよう求めるもの」です。７月２７日に兵庫・神戸を出発し、大阪、京都、滋賀、三重、愛知、静岡、神奈川、東京（８月３１日終結決起集会）へ引き継ぎます。　ｐ三重県では８月８日（月）１８時からアスト津３階交流スペース（津駅前）で、小久保哲郎弁護士（生活保護問題対策全国会議事務局長）による記念講演「生活保護基準引下げ違憲訴訟の論点と動向」を実施し、生存権裁判を支援する全国連絡会会長、井上英夫金沢大名誉教授の挨拶も予定しています。
ｐ桑名市では８月１０日（水）には１０時～、桑名市長へ要請行動も行います。
三重「生活扶助基準引下げ違憲訴訟」の報告
７月２５日（月）１５時から第１０回口頭弁論が行われました。その後、「生存権がみえる会」主催で弁護団の方から当日の裁判の内容について報告がありました。今回は、「判断過程審査」として、日光太郎杉事件など４件の判例を示して書面提出を行いました。裁判は長期戦になり、全国二十数箇所で行われている中で埼玉県が進んでいる様で、有利な裁判所で先に勝っていく方針だそうです。
今後の予定は、１０月１３日（木）１３時３０分から第１１回口頭弁論期日、
来年１月１６日（月）１３時３０分から第１２回口頭弁論期日です。
１２月１７日（土）には、３周年企画を予定しています。ここで「裁判ダイジェスト」を行います。他の企画や場所等は未定です。是非ご参加下さい。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
６月市議会　介護保険で国に意見書提出
先の６月議会では、国会の与党側の議員から、「次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書」（内容「次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しにおいては、高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐといった介護保険の理念に沿って介護が必要な方の生活を支える観点から検討を行うことを強く求める。」）が議員提出議案として出されました。　　ｐ日本共産党桑名市議団もこの点だけをとらえればいい事なので賛成者として署名し、全会一致で採択され、意見書として国に提出されました。自公政権で介護保険を改悪しようとしておいて都合の悪いところだけはこんな形で意見書を出すなんて理解に苦しむところです。はっきりと閣議の中で安倍さんに言ってもらいたいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【しんぶん赤旗主張より】　介護保険改悪ストップ！！
介護保険の新たな制度改定（３年に１度）に向けた議論が、厚生労働省の審議会で本格的に始まりました｡今回は、「要介護１、２」の人が使う訪問介護のうちの掃除や調理などの生活援助や要介護２以下の人の福祉用具貸与の「保険外し」・負担増などが焦点となっています。安倍政権は昨年から、「要支援１、２」の生活援助などを公的保険の対象から除外する改悪を始めたばかりです。利用する高齢者や家族らに次から次に苦難と負担を強いることは、国民の暮らしの実態をあまりにも無視したやり方です。安心の老後を掘り崩す改悪を推進することは許されません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
要介護２以下の人の福祉用具のレンタルを「原則自己負担」にする動きも重大です。軽度者の生活の自立にとって、つえ、手すり、車いすなどは文字通り、不可欠の支えです。転倒予防など安全な日常生活を送ることを可能にするとともに、外出を支援するなど、高齢者の重症化を防ぐうえで福祉用具は大きな役割をはたしています。家族など介護する側の負担を減らすためにも必要です。　　　　　　　　　　　　　　
利用料負担増でレンタルが続けられなくなれば、福祉用具で成り立っていた生活が崩れ、本人はもちろん介護する側も打撃です。家族が利用者から目が離せないような状況になれば、仕事などできません。これほど「介護離職ゼロ」（新３本の矢の１つ）に逆行するやり方はありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「自己責任・自助」を国民に求める安倍政権の介護改悪は多くの弊害を生んでいます。国民が安心できる介護など社会保障の再生・拡充へ向け、税金の集め方、使い方を転換する政治にしていくことが重要です。
東京と沖縄で

１、東京都知事選　憲法守る知事、憲法生かす都政　　　　ｐ参議院選挙が終わり、安倍政権による憲法破壊策動が強まる中で、野党連合の推す鳥越俊太郎さんの、都政を刷新し都民に都政を取り戻すという訴えと、日本の平和と憲法を守り抜くという決意表明に、反響が広がっています。　　　　　ｐ「戦争法」反対で運動してきた鳥越さんは、参議院選で自民、公明など改憲勢力が参議院でも「３分の２」の議席を獲得したのを見て、このままでは日本が「戦争する国」になってしまう、日本の大事な憲法を変えようとする流れを止めたいと、都知事選への立候補を決意したそうです。都民の声に耳を傾ける鳥越さんは、選挙中も調査や対話を重ね、都政問題でも憲法問題でも、日に日に訴えに鋭さを増しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ鳥越さんが力を込めているのは、平和や憲法の問題が都政に直結する大問題だということです。都知事と都政の一番大事な仕事は、１３００万都民の命と暮らしを守ることです。「戦争法」と憲法改悪で日本が「戦争する国」にされれば、都民の命も暮らしも破壊されます。戦争準備のために都民の暮らしが圧迫されたり、東京都の活動が動員されたりもしかねません。「戦争法」や憲法改悪の問題は、都政に関係ない問題ではないのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ鳥越さんは知事になれば都議会と協力して「非核都市」を宣言するとしています。核兵器による戦争を許さないとともに、原発についても「原発ゼロ」を目指すと明言します。文字通り都民の命と暮らしに直結した都政の課題です。　　　　　　　　　　　　　　　ｐ鳥越さんが主張する、都政を都民に取り戻し「住んでよし」「働いてよし」「学んでよし」「環境によし」の東京を実現するという都政の課題も、平和と憲法を守り抜いてこそ達成できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ都政ではいま、急速に進む高齢者問題や保育所の待機児などが大問題です。平和を守り、暮らしを優先する憲法を都政に生かし、税金を暮らし優先に切り替えてこそ、都民の暮らしが守られます。
２、米軍新基地建設問題　国が沖縄県を提訴　　　　　　ｐ翁長県知事が埋め立て承認取り消し撤回の指示に従わないのは違法だとして、安倍政権は、２２日に、新たな訴訟を福岡高裁那覇支部に起こしました。「新基地ノー」の沖縄の民意を踏みにじる安倍政権の許し難い強権姿勢の現れです。同じ日に、東村高江（ひがしそんたかえ）では、米軍ヘリパッド（着陸帯）の工事再開を、反対住民らを強制排除して強行しました。　　　　　　　　　ｐ今回の提訴は、新基地建設をめぐる「代執行」訴訟の「和解」や「国地方係争処理委員会」の結論にも反し、一片の道理もありません。　　　　　　　　ｐ辺野古の新基地建設問題では、安倍政権が翁長知事の辺野古沖埋め立て承認取り消しを知事に代わって撤回するため起こした「代執行」訴訟で、国と県との「和解」が３月に成立し、埋め立て工事は中止しています。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「代執行」訴訟の「和解」内容と係争委の結論に共通するのは、国と県との「対立」や「紛争」が地方自治法の精神に反するという認識であり、両者に「円満解決に向けた協議」や「真摯な協議」を求めていることです。このため、県が提訴を見送り、国との協議を強く求めているのは当然です。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ今回、安倍政権が訴訟に踏み切ったのは、新基地建設が手詰まりに陥り、追い込まれているためです。翁長知事には、▽埋め立て承認の「撤回」▽新基地の設計変更承認の拒否―など強力な権限があり、国にとって今後も工事再開は容易ではありません。沖縄をはじめ全国で「辺野古新基地ノー」「高江ヘリパッド建設反対」の世論と運動をさらに広げ、安倍政権を追い詰めていくことが必要です。　　ｐこの桑名からも訴えていきたいと考えてます。
リニア新幹線　延伸前倒しは危険　国会で論議を　　　ｐ安倍政権は、ＪＲ東海が進めるリニア中央新幹線の建設を加速（大阪まで）し、そのために公的資金（３兆円）を低金利で貸し付けることを決めています。　　ｐリニア計画は２０２７年に東京―名古屋で開業し、２０４５年に大阪まで延伸する予定ですが、政府が資金面でテコ入れすることで大阪開業年を前倒しさせようというものです。リニア計画では自然・生活環境の破壊、採算や安全性など問題が山積し、住民からは国に工事認可取り消しを求める訴訟（事業認可取消）も起こされています。疑問や異論に答えず、リニア加速に熱を上げる安倍政権の姿勢は､あまりに危険です｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ総額９兆円とされる膨大な建設費用はＪＲ東海が自前で賄うことが前提でした｡しかし､この計画では東京―名古屋開業後、それまでかかった工費約５兆５千億円の債務を８年かけて減らしたあと大阪までの延伸工事を始めるという予定のため、リニアを推進する財界などから大阪延伸前倒しを求める声が上がっていました。（桑名市長も促進期成同盟に入っています。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ破綻した｢アベノミクス｣の加速のため、問題だらけのリニアを使うことは国民の願いに反します。公費を使うというなら、国会での徹底審議は不可欠です。なし崩し的に公的資金を投じるようなやり方は許されるものではありません。　　ｐ私は６月１１日(土)に日本科学者会議の東海地区シンポジウム「どうなる？ リニア中央新幹線、その必要性・採算性・安全性を科学の目で考える」に参加してきました。　橋山禮治郎アラバマ大学名誉教授「リニア計画の意義と問題点を事前評価する」の報告は、リニアプロジェクトを成功させる必要条件は、適正な目的と手段の存在で、「リニア計画成功の可能性＝目的Ｘ採算性Ｘ安全性Ｘ環境保全性」で事前評価できるというものでした。「リニアは絶対ペイしない」というＪＲ東海社長の発言も紹介され、今問われている事は、立ち止まらず、再評価も行わずに、当初計画が強行されれば、事業破綻、未曽有の自然破壊、負の資源配分、技術立国の失墜を招くリスクが極めて大きく、その結果として、事業者、国民、国にとって失うものが余りにも多いものです。　一時凍結させ、国会の場で徹底的な検討を行った上で最適な政策決定を行うべきです。科学者、研究者、学識経験者も必要な時は狭い専門領域だけに留まることなく、持てる英知を発揮して、人類社会の進歩、社会的善、人々の幸福追求のために新たな発想、より望ましい決定方法、代替案の提示等を含め、更なる努力が求められる。と訴えられました。
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２６３　　　　２０１６年　　７　月　２８　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５































































































